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●市・県民税、所得税の申告

▼
対
象

　
「
市
役
所
で
受
付
で
き
な
い

確
定
申
告
」
以
外
の
申
告

※
市
役
所
受
付
期
間
以
外
の
確

定
申
告
書
の
受
付
や
お
預
か

り
は
で
き
ま
せ
ん

▼
日
時
・
会
場

　

２
月
18
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈮

・・
午
前
９
時
〜
11
時

・・
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

　

市
役
所
大
会
議
室

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
（
た
だ

し
、
２
月
24
日
㈰
と
３
月
３

日
㈰
は
、
午
前
９
時
〜
11
時

の
み
実
施
）

▼
受
付
方
法

　

会
場
前
に
番
号
札
を
用
意

※
受
付
時
間
に
な
っ
た
ら
、
番

号
順
に
受
付
（
市
役
所
に
は

午
前
７
時
30
分
以
降
に
入
る

こ
と
が
可
能
）

▼
問
合
先

・
確
定
申
告
の
内
容
や
記
載
方

法
に
つ
い
て　

竜
ケ
崎
税
務

署　

☎
０
２
９
７
・
66
・
１

　

３
０
３
（
代
表
）

・
確
定
申
告
の
日
程
に
つ
い
て

　

市
役
所
税
務
課　

市
民
税
Ｇ

　

内
線
２
０
５
〜
２
０
７

・・
消
費
税

・・
相
続
税
や
贈
与
税

　

次
の
所
得
や
控
除
を
申
告
す

る
方
は
、
市
役
所
で
は
受
付
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
税
務
署
で
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

・・
配
当
所
得

・・
土
地
建
物
・
株
式
等
の
分
離

課
税
申
告

・・
損
益
通
算
や
繰
越
控
除

・・
青
色
申
告

・・
平
成
24
年
分
以
外
の
過
年
度

申
告

・・
収
支
内
訳
書
の
で
き
て
い
な

い
営
業
・
農
業
・
不
動
産
等

の
申
告

・・
国
外
に
居
住
し
て
い
る
方
を

扶
養
に
入
れ
る
申
告

・・
初
年
度
（
平
成
24
年
中
に
入

居
し
た
方
）
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除

・・
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除

・
住
宅
特
定
改
修
特
別
税
額
控
除

・・
認
定
長
期
優
良
住
宅
新
築
等

特
別
税
額
控
除

・・
事
業
用
資
産
の
雑
損
控
除

・・
平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
守

谷
市
に
住
民
登
録
が
な
い
方

の
申
告

・・
必
要
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
な

い
方
（
源
泉
徴
収
票
が
な
い

等
）
の
申
告

・・
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
申
告

　

期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
い

と
、
次
の
よ
う
な
各
種
制
度
や

サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
適
用
が

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
正
し
い

判
定
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
収
入

が
な
い
場
合
で
も
必
ず
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
賦
課
決
定

・・
高
額
療
養
費
や
各
種
医
療
証

の
負
担
区
分
判
定

・・
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
や
継
続
審
査

・・
介
護
保
険
に
係
る
各
種
サ
ー

ビ
ス
や
助
成
金
の
判
定

・・
家
族
介
護
支
援
事
業
（
紙
お

む
つ
支
給
）
や
地
域
自
立
生

活
支
援
事
業
の
認
定

・・
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
等
の
生

活
支
援
事
業
の
認
定

・・
保
育
所
保
育
料
の
算
定
や
幼

稚
園
就
園
奨
励
費
等
の
補
助

金
の
判
定

・・
児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当

の
判
定

・・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
が
い
者
手
当
等
の
所
得
判

定
・・
就
学
支
援
の
算
定

・・
市
営
住
宅
家
賃
の
算
定

▼
申
告
を
す
る
全
て
の
方

　

認
め
印（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

▼
還
付
申
告
を
す
る
方

　

本
人
名
義
の
口
座
（
金
融
機

関
・
支
店
名
、
口
座
番
号
）

が
分
か
る
も
の

▼
給
与
所
得
者
・
公
的
年
金
受

給
者

　

源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
複
数

あ
る
場
合
は
、
全
て
必
要
／

明
細
や
振
込
通
知
等
し
か
な

い
場
合
、
市
役
所
で
の
確
定

申
告
は
で
き
ま
せ
ん
）

▼
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
者

　

作
成
済
み
の
収
支
内
訳
書

※
収
支
内
訳
書
の
書
き
方
の
相

談
は
、
税
務
署
で
受
付

▼
一
時
所
得
の
あ
る
方

　

収
入
額
お
よ
び
必
要
経
費
が

記
載
さ
れ
た
証
明
書

▼
前
記
以
外
の
所
得
が
あ
る
方

　

報
酬
等
の
支
払
調
書
、
事
業

主
の
支
払
証
明
書
等

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

　

医
療
費
の
領
収
書
、
保
険
な

ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の

　

明
細
書
（
あ
ら
か
じ
め
、
領
収

　

書
を
個
人
ご
と
に
集
計
）

※
領
収
書
は
「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
等
で
代
用
で
き
ま
せ
ん

▼
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
方

　

国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年

金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

任
意
継
続
保
険
料
等
の
納
付

済
証
明
書
ま
た
は
領
収
書

▼
生
命
・
地
震
保
険
料
控
除
を

受
け
る
方

　

支
払
額
の
分
か
る
控
除
証
明
書

▼
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
方

　

寄
付
額
と
寄
付
先
が
記
載
さ

れ
た
支
払
証
明
書
ま
た
は
領

収
書

▼
障
が
い
者
控
除
を
受
け
る
方

　

障
が
い
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

要
介
護
認
定
に
伴
う
障
が
い

者
控
除
対
象
者
認
定
書

▼
学
生
の
方

　

学
生
証

▼
住
宅
借
入
金
等
控
除
等
特
別

控
除
を
受
け
る
方
（
２
年
目

以
降
の
方
）

　

平
成
24
年
分
住
宅
取
得
控
除

等
特
別
控
除
申
告
書
お
よ
び

年
末
残
高
等
証
明
書
（
申
告

書
は
作
成
し
て
持
参
）

▼
雑
損
控
除
を
受
け
る
方

　

税
務
署
へ
要
問
い
合
わ
せ

◎
発
行
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
早
め

に
発
行
元
に
再
発
行
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
必
要
書
類
が
不
足
し
て
い
る

場
合
は
申
告
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
役
所
で
は
受
付
で
き
な
い

確
定
申
告

申
告
が
必
要
と
な
る
主
な
制
度

申
告
に
必
要
な
も
の

市
役
所
で
の
確
定
申
告


